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「現金を宅配便で送らせる」 

特殊詐欺が広島市内で発生！ 

 ６月上旬ころ，広島市内に居住している高齢女性の携帯電話に，犯

人から電話があり，過去に女性が投資詐欺の被害にあった時の話をさ

れたため，女性は犯人の話を信用してしまった。 

 その後，犯人から電話があり， 

 「広島県民しか購入することができない社債がある。」 

 「お金を集めたが足りないので，お金とあなたの名義を貸して。」 

 「利息を付けて返すので，現金は宅配便で送って。」 

などと言われたため，犯人の指示どおり現金を宅配便で送り，だまし

取られたもの。 

概要 

★被害に遭わないために★ 

○ 「現金を宅配便で送って」は全て詐欺！ 

○ 「即断」より「相談」！！ 

※ 正規の業者が宅配便で現金を送るように指示する 

 ことはありません。 

※ 一人で判断せず，必ず誰かに相談しましょう。 

○ 不審な電話は，すぐ「１１０番」！ 


